
令和８年度高知県出会いのきっかけ応援事業費補助金交付事務手続きについて 

 

１ 補助金交付手続きの流れ 

（※「高知家の出会い・結婚・子育て応援団」への登録が済んでいることが前提条件） 

申請者： 　　　　　事前確認票作成・提出  

　　　↓ 

高知県： 　　　　　　　　内容確認 

　　↓ 

　　　申請者：　　　　補助金交付申請書作成・提出 

　　　　　　　　　　　　　　　　　↓ 

　　　高知県：　　　　　　　審査・交付決定 

　　　　　　　　　　　　　　　　　↓ 

申請者：　　　　　　　　 事業実施　　　　　　　　　 

　　　　　　　　　　　　　　　　　↓　　　　 

↓　　　　　 

↓ 

申請者：　　　　　実績報告書作成・提出 

　　　　　　　　　　　　　　　　　↓ 

高知県：　　　　　　 内容確認・支払い 

 

２ 事前確認票について  

（１）事業実施時期 　　令和８年４月から令和９年３月初旬まで 

（２）認定事業数 　　　20団体程度 （※１団体による２回以上のイベント実施可） 

（３）交付申請受付 　　令和９年２月４日（木）まで（当日消印有効） 

ただし、交付決定金額が予算額に達した時点で申請を締め切る。 

（４）提出方法 　　　　電子メール、郵送、持参又は電子申請サービス 

 

３ 補助金交付申請について（留意事項）  

（１）交付申請書は、広報及び募集期間を30日以上確保できる時期に県の担当課※に提出す

ること。　※（R8.3.31まで）子育て支援課、（R8.4.1から）元気な未来創造課 

（２）交付申請書提出から交付決定となるまで、２週間～１カ月程度の期間を要するため、

余裕を持って申請書を提出すること。 

（３）記載例を参考に作成すること。

※事業内容等の変更を行う場合は、イベ

ント等の開催日までに変更申請書を提出

し、県から承認を受ける必要があります。


